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 本日ここに平成２３年３月飯豊町議会定例会が開催されるにあたり、平成２３年

度の町政運営に関する基本方針と主要な施策の概要をご説明申し上げます。 

 

私は、平成２０年１１月に町長就任以来、議会の皆様を始め多くの町民の皆様の

ご指導とご支援を頂戴しながら、２年余りを駆け抜けてまいりました。この間、多

くの町民の皆様の声や社会の声に耳を傾け、行政運営の現状や町を取り巻く環境を

把握しつつ、誰もが明日への希望を抱き、夢を語り合い、実現に向けて歩み続ける

ことができる町、厳しい環境下でも夢を少しでも現実に近づけるためのまちづくり

に力を尽くしてまいりました。 

平成２３年度においては、これまでの蓄積と成果の上に、さらに、「語り合うまち

づくり」「耕すまちづくり」「育てるまちづくり」を推し進め、多様な事業を展開し

てまいります。 

 

内閣府が平成２２年７月に公表した、平成２２年版「経済財政白書」の冒頭には、 

『２００８年９月のリーマンショックから２年近くが経過した。この間、我が国

経済は、世界的な経済危機を背景に大幅に悪化した後、２００９年春頃を底に持ち

直しを続けている。２０１０年に入ると、企業収益が改善し、家計所得にも底堅さ

が見られるようになったが、民間需要を中心とした自律的回復には至っていない。

一方で、危機の爪あとは大きい。経済活動水準が依然として低いこともあって、デ

フレや厳しい財政状況といった重荷を背負ったままの持ち直しとなっている。 

今後、景気が自律的回復に向かうとすれば、新興国を中心とする世界経済の成長

が続き、所得面からの需要への浮力が明瞭となる道筋が考えられるが、それだけで

は脆弱さを抱え続けることになる。前回の景気回復において、企業から家計への波

及が弱く、回復が実感されなかった点を踏まえ、家計を中心に据えた内需拡大の道

を探ることが課題である。家計の回復を確かなものとするには、将来の所得増が展

望できることが鍵となる。それは、供給側における広い意味でのイノベーション、

生産性の上昇なしには考えにくい。同時に、デフレや財政の問題に正面から取り組

む必要がある』と記述された現状があります。 

こうした我が国経済の現状に加え、地方においては、高齢化と生産年齢人口の減
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少傾向が続くなか、大規模小売店舗法の廃止による大幅な規制緩和策の結果、郊外

型の大型小売店出店が続き、消費縮小下の供給増加というミスマッチが発生して、

地域商業の衰退傾向に歯止めが掛からない状況にあります。デフレと所得減少の負

の連鎖に陥っております。 

農業分野においては、平成２２年度から戸別補償制度が導入され、安定した農家

所得確保に向けた対策がとられ、所得安定と自給力向上をめざす新たな機軸が導入

されたものの、環太平洋パートナーシップへの協定参加という、貿易自由化と貿易

ブロック化の同時展開の課題に直面して、地域農業の更なる競争力と体力の強化が

求められております。 

平成２３年は、本来であれば、財政の基礎的な収支が均衡するいわゆる「プライ

マリーバランス」の目標達成の年でありました。しかし、現状は税収と同額の公債

を発行してもまだ財源が不足するほどの平成２３年度予算案が閣議決定されており

ます。また、厳しい国の財政運営の中にあっても、福祉や社会保障の安定した制度

設計が求められております。 

 

以上のような国と地方を取り巻く状況から、国と地方の新しい関係や飯豊町のよ

うな基礎的な自治体の在り方、行政と住民、地方議会の在り方にまで、より主体的

で自律的な取り組みが求められていると認識しております。こうした状況を踏まえ

たとき、将来に向けた課題解決の糸口とは何なのでしょうか。展望はあるのでしょ

うか。 

将来に明るい展望を開く条件は三つあると考えております。一つ目は環境と循環

に軸足をおく社会の形成にあります。それは当然のことながら地方や農村の活性化

と一体なものであり、同時進行すべきテーマであります。二つ目は若者の所得向上

と定住条件の整備であります。戦後まもなく生まれた団塊の世代、その二世の定住

を促し次世代の出生と成長を育むことが出来るかどうかは重要なポイントであると

思われます。三つ目は地域の力、地域コミュニティの活力をどう守り成長を促すか、

地域力を高める産業や仕事の創造、暮らしを支える新しい価値の創造、そのための

マンパワーの涵養と実行力の向上にあると考えております。 
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 何と言っても人口減少に歯止めを掛け、かつての「にぎわいを再現する」ための

子育て支援と定住対策が重要であります。本町の人口は、平成２２年１０月に実施

されました国勢調査において７，９４３人となり、残念ながら８，０００人を割り

込み、人口減少が続いております。子どもの保育に要する負担の軽減などによる子

育て支援と住宅地の造成などによる若者の定住を促進するための環境整備など、定

住対策が重要であると考えております。 

また、誰もが安心して暮らすことができる地域を実現するため、高齢者福祉や障

がい者福祉施策にも力を入れなければならないと考えております。 

 平成２３年度は、第４次飯豊町総合計画、第４次行財政改革大綱の初年度であり

ますので、その着実な実行に向け力強く第一歩を踏み出してまいります。 

 

 

【予算編成方針】 

本町財政は、公債費については平成２０年度から減少に転じているものの、社会

保障関係経費の増加や多様な行政ニーズへの対応などにより、財源の基盤が充分と

はいえない状況が続いております。加えて、平成１６年度からのいわゆる「三位一

体の改革」の影響により、大幅な財源不足が生じたため、基金を取り崩して対応し

てまいりました。平成１８年度以降は、大きな公共投資を控え財政改善を図ったこ

とから、基金の積み上げを行ってまいりました。今後とも、地方交付税を始めとす

る一般財源の確保が一層厳しくなることが懸念されるため、行財政改革を継続して

いく必要があります。 

 こうした状況に配慮し、持続可能な財政運営を確保するため、「最小の経費で最大

の効果をあげる」という行財政運営の基本に立ち返り、当面する政策課題への対応

に重点的かつ効率的な配分に努めたところであります。 

 

 

【予算概要】 

 平成２３年度の一般会計予算は、前年度比８．７％増の５２億４千万円となりま

した。また、一般会計と特別会計及び企業会計を合わせた町予算総額は、８３億７
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千３９０万１千円で、前年度比６．６％の増となりました。 

 

歳入の概要について申し上げます。 

 

町税については、依然として厳しい経済情勢の中、容易に景気回復が見込めない

ことから、前年度比１．９％減の総額５億９千４０１万１千円を計上いたしました。 

地方譲与税については、前年度比７．１％減の７千９００万円、地方交付税につ

いては、前年度比９．２％増の２７億５千７８６万５千円となりました。 

国庫支出金については、社会資本整備総合交付金の増額等により、前年度比１７．

６％増の３億２千４６３万２千円、県支出金については、介護基盤緊急整備交付金

等により、前年度比２８．１％増の３億５４２万円となりました。 

繰入金については、地域活性化公共投資基金繰入金の増額等により、前年度比５

３．０％増の３億４千６０９万５千円、町債については、前年度比２．１％減の４

億４千７５０万円となりました。 

 

次に歳出の概要について申し上げます。 

 

義務的経費については、人件費は共済費の増加等により前年度比３．０％増とな

り、扶助費は子ども手当の増額等により前年度比１７．０％の増、公債費は、前年

度比１０．７％の減となりました。 

投資的経費については、道路関係事業費の増加等により前年度比１０３．８％増

の４億２千３４５万８千円となりました。 

なお、平成２３年度の財源については、補助金や町債によるほか、財政調整基金

や公共施設整備基金などから３億４千２１９万９千円の基金を取り崩し、必要額を

確保したところであります。 

 

 

【平成２３年度の重要施策】 

次に、平成２３年度に取り組む重要施策について申し上げます。 
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第１に、「にぎわい再現」をめざし、人口減少に「はどめ」をかけるための基盤整

備と、新しい発想で希望に満ちた明るい町を実現するための『語り合うまちづく

り』３年目について申し上げます。 

平成２２年度は、「にぎわい再現プロジェクト委員会」において、参加の対象者を

拡大し、世代を超えて交流の輪を広げ実施した「いいで未来号Ⅱ」をはじめ、「復刻

版！椿劇場」や「にぎわい茶房」など、かつての「にぎわい」を再現する事業に取

り組んでまいりました。 

今年度は、第２期となる「にぎわい再現プロジェクト委員会」を新たに公募し組

織されることから、今までとは異なった視点での様々なアイデアや意見が出るもの

と期待しております。そこから具体化のできるものについては鋭意取り組んでまい

りたいと思います。 

「にぎわい再現」には、何と言っても人口対策が重要であります。年少人口の増

加をめざすとともに、人口の流れを「出る」から「入る」に転換するため、雇用の

拡大や仕事づくり、音楽や芸術を楽しむ場、交流とふれあいの場所づくり、住宅地

造成などを通じ、若者の定住対策に取り組んでまいります。 

 地域の人材や資源を生かして「仕事をつくり出す」道筋は、どのようにして拓け

るのでしょうか。作物栽培、食や料理、木工や建築、森の活用、花づくりや庭づく

り、６次産業化や新産業の創造など、各々の「マイスター制度」や「仕事の学校制

度」をソフト事業として立ち上げられないか、研究を進めてまいります。 

 

次に、暮らしの利便性を向上させるための基盤整備も重要な課題と考えておりま

すので、引き続き情報通信や道路交通網などの生活基盤の整備に努めてまいります。 

 

情報通信については、平成２３年７月に予定されている地上デジタル放送への完

全移行にあたり、平成２２年度に実施した受信点調査に基づき、地上デジタル放送

が受信できるよう難視対策を講じてまいります。 

 

道路交通の確保については、就任以来、生活道路の除雪対策や消雪道路の維持補

修に特に配慮してまいりました。道路の改良整備や防雪柵の整備についても、国の
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交付金等を効果的に活用しながら、引き続き積極的に取り組んでまいります。 

また、林道飯豊桧枝岐線については、法面の危険箇所の改修を完了しましたので、

ガードケーブルなどの安全施設の整備を行い、平成２４年度の開通に向け準備を進

めてまいります。 

道路整備と管理については、平成２２年度に町内各地区の皆様よりご意見・ご要

望を拝聴し、「飯豊町道路整備計画」の見直しを行いました。この整備計画に基づき、

地域づくりやまちづくりにおける道路の位置づけと役割を重視し、継続事業の推進

に取り組みますとともに、計画的で効率的な道路整備を図ってまいります。また、

これまで蓄積された道路ストックの機能保全に努め、有効活用を図ってまいります。

併せて、地域協働力を支援する「意欲と活力ある道普請支援事業」につきましても、

積極的に対応してまいります。 

 

日常生活に欠くことのできない水道事業については、将来とも安全で安心な水を

安定して供給するため、日常管理はもとより、「飯豊町水道ビジョン」に基づき、長

期的視点に立って老朽化・耐震化対策を推し進めますとともに、より一層の経営の

健全化に努めてまいります。 

また、生活排水処理事業については、現在、取り組んでおります添川地区農業集

落排水事業の平成２５年一部供用開始に向けて事業を推進してまいります。併せて、

手ノ子地区農業集落排水事業計画に着手し、町内全体の生活排水処理施設の普及を

図り、快適環境の創造に努めてまいります。また、これまで設置された施設も経過

年数が長期化しており、適切な修繕・更新に取り組み施設の長寿命化を図ってまい

ります。 

 

 

第２に、町の産業と資源、歴史と文化を耕し、ゆたかなくらしを実現するための

『耕すまちづくり』３年目について申し上げます。 

 

飯豊町は農業が基幹産業であり、これまでも産業施策の中心に位置付けて取り組

んでまいりました。農業を取り巻く環境が厳しくなる中で、農業のみならず商業の
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活力も減少しつつあり、町活性化のためには、農業と商工業の均衡ある発展を図る

必要があります。 

平成２３年度から対象品目を米から畑作にも拡大した農業者戸別所得補償制度が

本格的にスタートします。米の戸別所得補償交付金は生産数量目標の達成が条件と

なっておりますので、町独自の生産振興助成により生産数量目標の円滑な達成を促

し、農業経営の安定化に努めてまいります。 

生産者米価の低迷が続くなか、平成２２年から本格的に販売が開始された「つや

姫」は、新潟産コシヒカリと同等の価格で取引されており、今後一層の生産拡大と

品質の向上をめざしてまいります。 

また、米以外の作物の振興も大きな課題であり、果樹苗木助成事業などの生産振

興助成を活用しながら進めてまいります。 

飯豊町の農産物は、安全・安心で、かつ高品質でおいしいという、ブランドの確

立に努めてまいります。 

飯豊町の農業は、高品質の農産物を生産しているものの、１次産品のままでの販

売が主であり農産物加工は他の市町村に比べ少なく、そのため農家所得の向上に結

びついていない状況にあります。米においても、単に売るだけでなく、米粉にして

さらに加工し価値を高めるなど、高品質の農産物を生産し、加工、販売まで行うこ

とにより所得の向上を図るためにも６次産業化の推進に取り組んでまいります。 

町には豊かな自然環境があり、他の町を通ることなく直接分水嶺より流れる清ら

かな水が大地を育み、町内に豊かな実りをもたらしています。この自然環境があっ

てこそ安全・安心で品質の高い農産物を生産でき、この環境を守り育んでこそ飯豊

町ブランドの農産物が生産できます。今後もこの環境を守るためには農業生産者と

生活者である住民が協力しながら地域を支え合い、お互いに環境を維持し向上させ

る努力が求められます。良質な農業生産には腐植に富んだ有機物の投入が不可欠で

あり、肉用牛･酪農などの畜産の振興上で発生する有機物の有効活用も大切なことで

あります。両者を結びつけることにより、安全･安心な高品質の農産物の生産を推進

してまいります。そのためにも、有機肥料センターの活用を図る必要があり、環境

の整備や発酵技術の改善に努めながら、生活者が安心して暮らして行ける生活環境

との両立を図ってまいります。 
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町の面積の大部分を占める森林資源の有効活用は重要な課題であり、木質バイオ

マス製造施設による再生可能エネルギーである木質燃料の生産振興と利用の拡大を

図るとともに、住宅建設の際の県産材の利用促進にも取り組んでまいります。今年

度は、役場庁舎にペレットボイラーを導入し、木質ペレットの利用拡大を図ってま

いります。また、木材から生産されるオガ粉を利用した菌茸類などの特用林産物の

生産振興も図ってまいります。 

町内商工業については、産業構造の変化や消費者の低価格志向、人口の減少など

厳しい状況が続いております。昨年に引き続き、町内企業に対する雇用維持や金融

対策、プレミアム付商品券発行事業など町独自の支援施策を行い、商工団体との連

携を密にしながら相談窓口の充実を図るとともに、「ふるさと雇用再生」「緊急雇用

創出」の基金事業を活用した雇用確保対策に取り組んでまいります。また、このよ

うなときこそ優秀な人材の確保が必要と考えますので、企業人材育成研修にも取り

組んでまいります。 

本町には様々な目的をもって第三セクターが設立されてきました。それぞれの会

社が目的の達成に取り組んでいるものの、経営上の課題も多く「飯豊町議会第三セ

クター調査検討特別委員会」の報告でもそれぞれの会社の課題についてご指摘をい

ただきました。それらの諸課題の早期解決を図り、経営の健全化に努めてまいりま

す。 

 

次に、歴史や伝統文化について申し上げます。 

 

本町には、美しく豊かな自然と風土を背景に、先人たちの暮らしの中から生まれ、

幾代にも渡って引き継がれてきた多くの歴史的遺産や文化財があります。これらを

町民共有の財産として保存活用を図ることは、郷土への愛情と誇りをもって自分た

ちのふるさとや文化を正しく認識し、これからの地域文化の創造やまちづくりに向

かうとき大きな指針となるものであります。 

平成２３年度は、町内の貴重な歴史的資料や古文書等の調査と整理を引き続き行

うとともに、その保存と活用方法の具体化を進めてまいります。特に、歴史と民俗

研究の拠点づくりを念頭に必要な諸対策を進めてまいります。 
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第３に、町の将来を担う「人づくり」に向けた『育てるまちづくり』３年目につ

いて申し上げます。 

 

“まちづくり”の基本は「人づくり」であり、町の将来を担う子どもの教育と子

育て支援は、極めて重要な施策であります。高齢者が安心して暮らせる社会を実現

するためには、その地域に多くの若者と子ども達が一緒に暮らすことが必要であり

ます。若者が定住し子どもが増える町をめざし、「にぎわい」のある地域を再現する

ため、次の施策に力を入れてまいります。 

乳幼児保育や放課後学童クラブなど子育て世代の就労形態の多様化に対応した子

育て支援のための環境整備を引き続き推進してまいります。 

具体的には、昨年４月から実施した第三子の保育料の無料化及び保育料軽減に関

する要件緩和を継続するとともに、第二小学校区に新たな放課後学童クラブを設置

いたします。また、「飯豊町次世代育成支援行動計画（後期計画）」の重点事業のひ

とつとして地域の中で育児に関する相互援助活動を行うファミリー・サポート・セ

ンターを設置いたします。 

また、子育て支援医療給付制度により中学生までの医療費の無料化を継続するな

ど、子育て世代の負担軽減を図ってまいります。 

学校教育については、小学校における新学習指導要領の完全実施にあたり、必要

となる教師用指導書及び指導資料の購入整備を行うほか、各学校の意向を聴取しな

がらデジタル教材資料の購入を検討いたします。また、学校施設の耐震化優先度調

査に基づき、平成２３年度は手ノ子小学校の耐震診断調査に着手いたします。第一

小学校の耐震診断・耐力度調査の診断結果は３月末に明らかになりますので、その

結果を踏まえ、耐震化に向けた整備計画を決定してまいります。 

児童生徒数の減少が進んでいる中津川小・中学校については、子ども達の立場に

たった適切な教育環境を柱に、今後も地域や保護者の方との話し合いを進め、その

方向性を見出してまいります。 

各学校に配置している学校支援員・児童生徒自立支援員については、平均１校１

名となるよう増員し側面から支援していくほか、学校図書館司書的な業務を行う学

校支援員を新たに配置し、読書活動を通じた学びや生きる力を育む教育活動に力を
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入れてまいります。 

なにより、子ども達が元気に生き生きと生活し、楽しく勉強や運動ができる環境

の整備に努め、たしかな学力、ゆたかな心、すこやかな体を育む教育環境を構築し

てまいります。 

これらの施策を柱として、安心して子育てができる環境づくりに全力を尽くして

まいります。 

 

地域の主体的な取り組みを推進するため、地域づくり推進事業を倍増し、地域力

の向上のため地域住民が自ら実施する活動への支援を充実してまいります。さらに

は、特定非営利活動法人地球緑化センターが実施する、農山村に興味を持つ若者を

地方自治体に派遣する「緑のふるさと協力隊」事業を受け、集落の維持保全の在り

方の検証や地域の持つ魅力を再評価し情報を発信するため、「緑のふるさと協力隊

員」を中津川地区に配置いたします。 

 

平成３年度にオープンした町民総合センター「あ～す」が開館２０周年を迎えま

す。記念事業として、ＮＨＫラジオ第１「真打ち競演」の公開録音や山形交響楽

団・東京西六郷少年少女合唱団・埼玉県桶川高等学校吹奏楽部の各演奏会を開催し、

記念式典並びに歌碑建立を行います。また、全国規模の「めざみの里カンタート」

や「めざみの里音楽祭」などを開催し、町内初の少年少女合唱団を結成しながら、

音楽のまち・芸術と文化のまちとして、新たな一歩を踏み出してまいります。 

 

近年スポーツに対する意識が変化する中で、「ふれあいや健康づくり」を求める新

しいスポーツに注目が集まっております。これまでの「飯豊町総合体育大会」を時

代に対応した形態に発展させるとともに、町民の皆様が、いつでも・どこでも・い

つまでも参加できる「いいでスポーツクラブ キララ（総合型地域スポーツクラ

ブ）」を支援し、生涯スポーツの振興を進め健康と体力の向上を図ってまいります。 

 

高齢者福祉の分野では、国のモデル事業として取り組んでいる「安心生活創造事

業」が最終年度を迎えますので、これまでに、安心生活創造委員会の議論や、商店、
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企業、団体などの連携により創られてきた、地域における新たな高齢者見守りの仕

組みを充実させるとともに、今後とも高齢者が施設で、在宅で安心して暮らせるた

めの施策展開を行ってまいります。 

また、日常の暮らしの利便性を確保するため、特に高齢者の足であるデマンド交

通事業を継続し、高齢者の自立した暮らしと社会参加を進めてまいります。 

介護保険事業については、これまでどおり、介護サービスや介護予防サービスの

提供に努めるとともに、特に要介護高齢者の在宅生活を支援することを重点施策と

して、訪問介護や訪問看護サービスについて町独自に介護給付券を発行し、利用者

負担の軽減と介護サービスの充実に努めてまいります。併せて、平成２３年度は第

５期介護保険事業計画の策定年にあたるため、引き続き必要なサービスの安定的な

供給に向けて、介護保険サービスの在り方や施設整備の方向などについて十分な検

討を行ってまいります。 

 

障がい者福祉の分野では、平成２１年度に整備しました「福祉事業所でんでん」

は、本町における障がい者施策の拠点としての役割を発揮しており、引き続き連携

を強化するとともに、障がい者の雇用の場の充実についても検討を深めてまいりま

す。 

 

医療の面では、置賜広域病院組合の構成市町として、中核医療機関の機能強化と

健全経営に努めるとともに、町内２箇所の国保診療所の機能を堅持してまいります。 

町民の健康を守るため、健診事業や生活習慣病予防事業及び各種予防接種を継続

するほか、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチン接種事業に取り組んで

まいります。また、インフルエンザ対策についても万全を期してまいります。 

 

町民の生命と財産を守る重要な施策であります防災対策について申し上げます。 

「自分たちの命は自分たちで守る」自助・共助の精神に基づく自主防災組織の育

成や自主防災セミナーなどにより、町民の意識啓発に取り組んでまいりました。平

成２２年度に立ち上げた飯豊町自主防災組織連絡協議会を核として、更に防災意識

の高揚に努めてまいります。 
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 また、地域の意向を十分踏まえ防火用貯水槽などの消防施設について、新たな整

備計画を策定し年次的に整備を進めてまいります。 

 

 

以上、主要な施策の概要を申し上げましたが、常に内外の情勢変化を敏感に捉え

適切な対策を講じ、迅速かつ的確に対応してまいります。 

 

「にぎわい再現」を旗印に町政を担当して２年余りが経過し、改めて感じますこ

とは、「にぎわい」の実現に最も大切なことは、人と人との心の交流であり、思いや

りと希望の共有ではないかと思います。 

仕事があるところに人が集まるのではなくて、「志」あるところに人々が集まる、

人が集まるところに仕事が生まれる、そんな気概をもって、まちづくり戦略を磨い

てまいりたいと考えております。 

 

行財政改革と住民サービスの向上を両立させるという目標に向かって、無駄をな

くし行政経費を削減することは当然であり、住民のために働く行政であることを職

員全員が認識し、住民の期待に応える公平で公正な行政運営に努めてまいります。 

 

 

将来に明るい展望をもたらす条件として三点をはじめに申し上げました。一つ目

は環境と循環に軸足をおく社会形成によって農村の活性化を実現すること、二つ目

は若者の所得向上と定住条件の整備、三つ目は地域力とマンパワーの涵養でありま

す。この三つのエンジンの推力を合わせて、飯豊町が目標とする将来像に近づくた

めには、もう一度「手づくりのまち」の原点に立ち返り、新しい発想での「新手づ

くりのまち」を構想することであり、行政と住民の皆様と協働して、事業の構想力

と構築力を高め、実行して行くことであると確信しております。 

 

以上申し上げまして本年の施政方針といたします。 


